農業省力化投資支援事業申請要領

第１　総　則
農業省力化投資支援事業の申請については、この要領に定めることとする。
事業の実施に当たっては、農業省力化投資支援事業費補助金交付要綱（以下、「交付要綱」という。）の定めによるものとする。

第２　申請事業
交付要綱の別表及び別紙に掲げる以下の事業とする。
　「農業省力化投資支援事業」

第３　事業実施主体
　　　令和８年度の当事業の事業実施主体は以下のとおりとする。
　１　交付要綱（別紙）第２条に該当する者であり、以下の者とする。
　２　令和７年度及び令和８年度１次募集で事業を活用していない者
　
第３　申請方法
第２に掲げる事業を実施しようとする申請者（事業実施主体）は、交付要綱第３の第１項に定める交付申請書を作成し、期限までに提出先に提出するものとする。

１　提出書類の作成及び提出
申請書類、事業計画書等提出書類の作成は、県ホームページで公表する様式ファイルを活用して行うものとし、提出に当たっては、「申請書類チェックシート」を併せて提出するものとする。
　　
	【提出書類一覧】
　■交付申請書（交付要綱様式第１号）
　　■実施計画書（交付要綱様式第１号別紙１）
　　・見積書
・直近の確定申告書類の写し等
（農産物販売金額、経営面積、減価償却資産がわかるもの）
・写真（施設のみ：施工前の状況がわかるもの）
・口座振替申出書（参考様式）及び預金通帳の写し
　（補助金振込用口座が未登録の場合のみ）
■申請書類チェックシート（様式第１号別紙１関係）



　










２　提出期限
申請書類の提出期限は以下のとおり。	
産地支援課提出期限：令和８年６月２６日（金）１７時

３　提出方法
申請書類は、各市町村に提出する。
４　提出先・問合せ先
提出先・問合せ先は、「提出先・問合せ先リスト」のとおり

５　その他注意事項
（１）提出期限までに到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうと無効とする。
（２）書類の差し替えは、原則として認めない。
（３）書類等に不備がある場合は、受理をしない。
（４）提出された申請書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、事業実施計画の協議以外には無断で使用しない。
（５）事業実施計画の協議に当たり、県から申請団体に申請内容の確認を行う場合がある。

第４　補助金の内報・交付決定方法等
１　交付決定方法
補助金の交付は予算の範囲内で行い、事業実施計画、申請経費及び申請者（事業実施主体）の妥当性を勘案して決定する。

２　交付決定通知
交付決定については、決定後、速やかに県庁産地支援課から申請者に対して文書を郵送する。
また、申請内容に指摘等がある場合には、申請者に対応を依頼する。

第５　重複申請の制限
申請者が、同一の内容で、既に自力で事業を実施している場合又は既に県等から他の補助金の交付を受けている場合若しくは採択が決定している場合は、審査の対象から除外し、又は採択の決定を取り消すこととする。
なお、県等からの他の補助金等について採択が決定していない段階で、本事業に申請することは差し支えないが、当該県等からの補助金等についての採択の結果によっては、本事業の対象から除外し、又は採択の決定を取り消す場合がある。

第６　申請者に係る責務等
補助金の交付決定を受けた申請者（事業実施主体）は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、次の条件を守らなければならない。

１　補助金等の経理管理
交付を受けた補助金の経理（預金口座の管理、会計帳簿への記帳・整理保管、機器設備等財産の取得及び管理等をいう。以下同じ。）に当たっては、次に留意するものとする。
（１）申請者（事業実施主体）は、補助金等交付規則（昭和32年５月31日付け島根県規則第32号）（以下、「交付規則」という）等の法令に基づき、補助金の適正な執行に努めること。
（２）申請者（事業実施主体）は、補助金の経理を申請者（事業実施主体）の会計部署等において実施すること。なお、特殊な事情により、当該事業実施主体の会計部署等に補助金の経理を行わせることができない場合は、国内に居住し、各事業実施主体が経理能力を有すると認める者（学生を除く。）に経理を行わせ、公認会計士又は税理士に経理状況について定期的に確認を受けるなど、適正な執行に努めること。
（３）申請者（事業実施主体）は、補助金の経理状況を常に把握するとともに、補助金の使用に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があげられるように経費の効率的使用に努めること。

２　事業の推進
事業実施主体は、交付要綱を遵守し、事業実施に必要な手続、事業全体の進行管理等、事業実施全般についての責任を持たなければならない。

３　取得財産の管理
本事業により取得又は効用の増加した事業設備等の財産（以下、「取得財産」という。）の所有権は、申請者（事業実施主体）に帰属する。
ただし、取得財産の管理、処分等に関しては、次の制限がある。
（１）取得財産については、事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならないこと。
（２）取得財産のうち交付規則に規定する処分の制限を受ける期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する必要があるときは、事前に交付決定者の承認を受けなければならないこと。
なお、交付決定者が承認をした当該取得財産を処分したことによって得た収入については、交付を受けた補助金の額を限度として、その収入の全部又は一部を国に納付することがあること。

